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□全部記録 

■要点記録 

 

 

 会 議 録 

 

会議の名称 令和４年度第４回堺市建築審査会 

開催日時 
令和４年１２月２０日（火曜） 

午後３時 00分から午後７時 00分まで 

開催場所 堺市役所 本館３階 第３会議室 

出席者 
梶会長、片岡委員、池内委員、牧田委員 

処分庁、事務局 

議題又は案件 

並びに結論等 

 

議案第３号 

 建築基準法第５２条第１４項の規定による許可について 

 

議案第４号 

建築基準法第４３条第２項第２号の規定による建築許可について 

 

審議の結果：同意した 

       

議案第５号 

 令和４年度第１号審査請求事件について（非公開） 

  

審議の結果：棄却した 

 

会議の全部内容

又は進行記録 
別紙のとおり 

傍聴人 なし 

 

 

 



2 

 

令和４年度第４回堺市建築審査会会議録 

 

    

日時：令和 4年 12月 20日（火曜） 

                      午後 3 時 00 分～午後 7 時 00 分 

                     場 所 ： 本 館 3 階  第 3 会 議 室 

 

【出席者】 

委 員 

会 長 梶  哲教 

委 員 片岡 博美 

委 員 池内 淳子 

委 員 牧田 武一 

 

 

 処分庁 

開発調整部長 前田 林成 

宅地安全課長 河合 悦二 

宅地安全課課長補佐 林  智美 

宅地安全課主幹 岡田 俊彦 

宅地安全課許可係長 西川 喜幸 

建築安全課指導係長 古橋 佑太 

建築安全課 時見 正人 

 

 

 事務局 

建築安全課長 髙下 伸太朗 

建築安全課 東條 秀雄 
 

 

 

傍聴人  なし 
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令和４年度 第４回堺市建築審査会会議録 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

 

 

処分庁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ今より、令和４年度第４回堺市建築審査会を開催させていた

だきます。 

本日の審査会は、委員７名中４名のご出席をいただいております。

堺市建築審査会条例第５条第２項に定められている定足数を満たし

ており、会議は有効に開催されることをご報告申し上げます。 

また、傍聴人は現在のところおられません。 

それでは、お手元の会議次第に従いまして進めさせていただきま

す。会議次第にございますように、本日は審議案件が３件でございま

す。 

それでは、梶会長よろしくお願いします。 

 

ただ今から令和４年度第４回堺市建築審査会を開議いたします。

本日の会議録署名人には、片岡委員と池内委員を指名いたします。 

本日は、付議案件が３件です。それでは、議案第３号、建築基準法

第５２条第１４項の規定による許可について、処分庁よりご説明を

お願いいたします。 

 

それでは、議案第３号について、ご説明いたします。 

本件は、建築基準法第５２条第１４項第１号の規定に基づく容積

率の許可について同意を求めるものでございます。 

お手元のタブレットにてご説明させていただきます。 

まず、建築基準法第５２条第１４項第１号の規定についてご説明

いたします。資料１の参考条文をご覧ください。 

建築基準法第５２条では容積率に関する規定が定められており、

第１４項で、「次の各号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁

が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したも

のの容積率は、第１項から第９項までの規定にかかわらず、その許可

の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとするこ

とができる。」となっており、下線部分の第１号では、「同一敷地内の

建築物の機械室その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の

延べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建

築物」と規定されております。本申請は、「その他これに類する部分」

に該当します。 

「その他これに類する部分」とは、高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法に基づくものと

なり、そのバリアフリー法第２４条では、「建築物特定施設の床面積

が著しく大きい建築物で、高齢者、障害者等の円滑な利用を確保する

上で有効と認めて定める基準に適合するものについては、当該建築

物を同条第１４項第１号に規定する建築物とみなして、同項の規定

を適用する。」としています。 

「建築物特定施設」とは、「廊下や階段、便所等」と規定されてい

るものですが、国の技術的助言において、病院の病室についても同様
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に対象として差し支えないと示されています。 

次に、堺市における建築基準法第５２条第１４項第１号の規定に

基づく許可基準を抜粋したもので、本件の割増し対象部分について、

ご説明いたします。 

高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう配慮したことにより、床

面積が増加したことが明らかな建築物特定施設等の部分の床面積と

して、 

・病院の病室について、１病床あたり 4.3平方メートル 

・病室内の廊下等について、廊下幅 0.9メートル×廊下等の長さ 

・病室内の便所について、1平方メートル 

これらを超える部分の面積を容積率の特例の対象としています。 

なお、これらの数値は国の技術的助言において示されているもの

です。 

本日は、高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう配慮したことに

より床面積が増加した部分について、建築基準法第５２条第１４項

の規定により、指定容積率である 200 パーセントを超えることにつ

いて、ご審議いただきます。 

それでは、４ページからは今回の申請の内容についてご説明しま

す。 

申請者は、社会医療法人ペガサス 理事長 馬場(ばば)武彦(たけ

ひこ)です。 

敷地の位置は、堺市西区浜寺船尾町東４丁９３他７筆です。 

その他、地域地区や面積などは記載のとおりとなっております。 

次のページをご覧ください。申請者からの許可申請理由について、

一部抜粋し、ご説明いたします。 

社会医療法人ペガサスは、昭和５９年より堺市にて馬場記念病院

を開設して以来、永く地域に密着した医療・福祉施設の運営を行って

まいりました。 

一方、既存建物は築後３７年を迎え、増築棟においても築後３０年

以上を経過しており、施設及び設備の老朽化が著しい状況に加え、診

療機能の拡大など、現在の病院では手狭であり、建物の再整備が急務

となっています。 

300床の病床を抱える馬場記念病院の建替えは、その診療機能を十

分に果たすためには相当の床面積が必要となります。 

現在の法令・施設基準等を満たしながらでは施設として十分な面

積が困難なことから、容積率の限度を超えて建築するため建築基準

法第５２条第１４項の規定による許可申請が行われました。 

次のページ、付近見取図をご覧ください。 

申請地は赤線で囲んだ部分で、周囲の道路状況も併せて表示して

おります。 

申請地は、浜寺中学校北東部に位置し、東側に府道大阪和泉泉南

線、西側に国道２６号があり、四方に市道が接しています。 

次のページ、用途地域色分図をご覧ください。 

申請地は、東側に接している市道より２５ｍを境界に、第二種中高
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層住居専用地域及び準工業地域に指定されています。 

次のページ、建築物用途色分図をご覧ください。 

申請地周辺には、黄色の住居施設やオレンジ色の医療施設及び青

色の工業施設などが建ち並んでいます。 

次のページ、土地利用計画図をご覧ください。 

本件では、許可対象棟である病院棟のほか、マニホールド棟、バイ

ク置場、自転車置場７棟、ポンプ室の合計１１棟の建築が計画されて

います。 

次のページからは、容積率割増の対象部分についてご説明させて

いただきます。 

資料９は３階の平面図です。青色で示した部分が対象となる面積

を超える部分で容積率割増の対象になります。 

３階は病室及び病室内の廊下が対象となり、割増対象面積の合計

は、317.64平方メートルです。 

なお、地下１階、１階、２階については、割増対象部分はございま

せん。 

次に、４階平面図です。 

４階は病室及び病室内の便所が対象となり、割増対象面積の合計

は、485.34平方メートルです。 

次に、５階平面図です。 

５階も同じく、病室及び病室内の便所が対象となり、割増対象面積

の合計は、468.36平方メートルです。 

次に、６階平面図です。 

６階も同じく、病室及び病室内の便所が対象となり、割増対象面積

の合計は、460.１7平方メートルです。 

なお、７階８階については、割増の対象部分はございません。 

次のページ、面積集計をご覧ください。 

今回の計画は、敷地面積 8,264.7 平方メートル、容積対象床面積 

17,152.90 平方メートル、申請建築物の容積率は 207.55 パーセント

です。 

一方、割増対象床面積の合計が 1,732.05平方メートルで、容積率

に換算すると 20.96パーセントとなります。 

よって、今回の許可により認められる容積率は 220.96パーセント

までとなり、申請建築物の容積率は、その範囲内となります。 

資料１４、１５は立面図、断面図を添付しています。 

資料１６は、北東方向からの透視図を添付しています。 

最後に資料１７調査意見を読み上げます。 

本件は、バリアフリー法に規定する建築物特定施設等の床面積が

通常よりも著しく大きくなることから、建築基準法第５２条第１４

項に基づく容積率の特例許可を申請するものである。 

申請内容については、「建築基準法第５２条第１４項第１号の規定

に基づく許可基準」の内容に適合し、かつ、交通上は建替えによる面

積の増加に伴う病床数の増減はなく、十分な駐車台数が確保できて

いる。 
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池内委員 

 

 

処分庁 

 

牧田委員 

 

処分庁 

 

池内委員 

 

 

 

 

処分庁 

 

池内委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分庁 

 

 

 

池内委員 

 

安全上、防火上及び衛生上については、老朽化した既存建築物の建

替えであり向上が見込まれる。 

以上により、許可するにあたり支障はないと認められる。 

以上で、議案第３号についての説明を終わらせていただきます。ど

うぞ、ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

 

ありがとうございました。ただ今、ご説明いただきましたが、委員

方から何かご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

 

質問させていただきます。まず１点目が、３階平面図以降の青い部

分を引いたのは事務所さんということでよろしいですか。 

 

青い部分が通常の容積を上回る部分です。 

 

上回ってよい部分ということですね。 

 

そうです。この部分について容積率の割り増しができます。 

 

対象部分とするということですよね。この青い部分を誰が引いた

のですかというのが質問です。これは設計事務所さん側から出てき

たということでいいのでしょうか。理事長さん側から出てきたとい

うことでいいですか。 

 

もちろん申請者が基準に基づき…。 

 

ということですよね。最終的に面積集計が 220 パーセントまでよ

く、今は 207 パーセントだから大丈夫だよということになるのです

けども、一番気になるのは、207パーセントをもって許可しているの

か、220パーセントを上回ってないということで許可をするのか、す

ごく気になってしまって。この算定は、ベッド数を変えるとまた変わ

るのですかね。病室の割合を変えると。今回の許可はどういうふうに

考えるのか。これで設計終了であればＯＫで、これですべて施工され

るということであればいいのですけれども、これは設計段階の画だ

と思うので。たとえば４病床１室と個室は振り替える可能性がある

のではないかなと私は思っていて、振り替えても 220 パーセントを

下回ればいいと思うのですけれども、この建築審査会としてどの時

点のものを許可するのかというのをお伺いしたい。 

 

今回、ご審議いただいて、許可させていただくのは現在のプランで

す。例えば、ここからプランが変わったとして、それが今回許可した

内容より病床を減らすようなものであれば… 

 

病床は多分減らなくても、レイアウトを変えるような場合。病床は

多分別のところで決まっているので、病床自体は変わらないと思う
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し、病床を変えると調査意見が成り立たないので。今の質問は、病床

数を減らそうと減らさなかろうとあまり関係がなくて。300 床のま

ま、ちょっとでもレイアウトを変えるとこの青い面積が変わるはず

なのです。それはどう考えるのかということです。許可申請を止めた

いというわけではなくて、どの時点で建築審査会の許可を出すのか

ということを聞いておきたいのです。 

 

本日ご審議いただく図面は、事前の審査なども終わっている状況

です。これに基づいて速やかに確認申請が行われるものと考えてお

りますが、その後、何かの関係で変更があった場合は、その変更が許

可の範囲内かどうかを一度堺市として確認させていただきまして、

特に許可していただいた内容から支障がないと判断できれば、これ

までも変更届のようなもので対応させていただいております。ただ、

許可した前提が変わるであるとか、大きな変更がある場合は、再度審

査会にかけさせていただき、新たな許可を取り直していただくとい

うことも考えられます。 

 

ということが明らかになっていればよいと思います。大きく逸脱

するようなことがなければ、もしくは、今回と変わった場合には変更

届なりの軽微なものをしてください、ということであれば、建築審査

会としては問題がないと思います。 

 

大きく逸脱という、新たな変更の許可が必要かどうかの判断基準

はどの辺にあるのですか。 

 

今回のプランであれば、20 パーセント分は、通常の建築物より大

きい面積として許可をしていただくものですので、まずその部分が

変わらずに、例えば他のところで少し面積が増えて、全体として 220

パーセントの内に収まっているようなものであれば、許可の範囲内

と考えることができると考えます。逆に 20パーセントの部分、今回

許可していただいた部分が少し減ったとしても、207パーセントを超

えているようであれば、限度の内に収まっている設計となりますの

で、許可の範囲内と考えますが、ただ、そのケースによっても、今回

審査していただいた図面の内容が大きく変わるようなものであれ

ば、変更許可が必要かも含めてご意見を伺うということも考えられ

ます。 

 

許可については、当然、特定行政庁の許可というのと、その前段階

で建築審査会の同意というのが必要ですので、建築審査会の方でも

この状態で許可を出すのは相当かどうかの判断が、変更があった場

合には別途変わってくる可能性があるだろうと、そういうことを委

員がご心配されているかと思うわけですけどね。220パーセント、そ

れで大丈夫ですか。207パーセントとの間なら、建築審査会が口を出

すことはないかと思うのですけれどね。 
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多分、審査会として一番大事なのは最後の調査意見というところ

で、交通安全上問題がないと。病床数が増える減るの話ではないと。

病床数は増えるとややこしいのですよ、多分、避難の問題が出るの

で。病床数が一緒である限り、建物が安全になって、交通上支障がな

く、駐車場台数もとれていれば、おそらく今よりも良くなる、という

方向にはなると思うので。 

他の建物が増えたときがあり得るのですか。 

 

現状、想定はされていないです。 

 

病床のレイアウト変更によるこの青の面積部分は、１平方メート

ル単位で変わってくるので。これ１平方メートル単位で積み上げて

いるでしょう。積み上げをやっていくと、私が最初に懸念したのは、

この水色の数字が変わるなということなのです。そのときに、220を

超えてないことがもちろん前提条件なのですけれども、207パーセン

トでＯＫしているのかどうかがちょっと難しいなというところで

す。としても、これは病院側にとっていい条件ですよね。世の中の周

りの方はこの容積率をもらえない。病院の社会への貢献性の観点か

らは、不公平な話ではないですけれど、やっぱり円満にしていただく

ためには、きっちりとすべて許可を取って、同意を取りましたという

お墨付きが必要だと思うので。得しているものにとって、バリアフリ

ー法とはいえ、きちんとした許可を取っておくことはちょっと考え

ておいた方がいいのかなということがあるのです。私の考え的には

おそらく 220 以下であれば、軽微なものというのじゃないかなと思

います。 

 

220は超えてはいけませんよね。 

 

220を超えることは問題外です。今回同意して、変更申請を出され

た場合に、同じような面積換算によってこう変わりましたというも

のであれば、増えても私は問題がないと思っていて、むしろそれは設

計判断なので、207パーセントから増えても問題がなくて、逆に今回

許可した 207 パーセントで縛って、よくない建物ができるとかえっ

てよくないと思います。ここは、220パーセント以内であること、を

気にしておいた方がいいのだろうというふうに考えます。 

もう一つあるのは、今回の計画からのちに、何か違う建物が建てら

れるなんてことはないよねと、若干思うのですけれど。そんな非常識

なことはあまり無い気がしますがいかがでしょうか。 

 

病院の建築の実情を私はよく承知していないけれども、ここから

病床を増やすというのもちょっとどうかというふうにひとつは思う

のと、それからブルーは増えてもともかく、207から 220に増えても

ともかく、白の部分が増えて 220 に到達するというのは、果たして
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許容範囲なのかどうなのかというのは、話を聞いていて気にはなり

ましたね。大丈夫ですかね、それ。 

 

考え方としましては、ブルーの部分は今回、バリアフリーに対応す

るために、通常は確保する必要がない面積、それが余分に今回 20パ

ーセントある。容積率 200 パーセントまでは自由に建てることがで

きる中で、ブルーの部分 20パーセントを今回確保していく、なので

その分を認めて 220 パーセントというところなのですけれども、自

由に建てられる 200 パーセントの部分にまで制限をかけるという趣

旨ではないのかなと考えます。 

 

会長が心配されている病床数の増減は多分別の法律で縛られてい

るので、そこはちょっと考えにくい。もし病床数が変更なら、もう一

回設計をやり直しで、と思うのでそこは心配しなくていいですけれ

ど、今のレイアウトを変えることによって細かい数字が動くことを

どこまでというふうに考えているのか。今おっしゃったように 220ま

で認められている部分までの変更は、バリアフリー上必要だという

ことで認められるという考えなのですね。 

 

委員ご指摘の点ですが、病床数が変わらず、レイアウトが変われ

ば、ブルーの部分は変わることになります。計画はブルーの部分が

1732平方メートル、20.96パーセントです。委員ご指摘のとおり、レ

イアウト変更により、ブルーの部分が増減すると思いますので、そう

であれば割増容積率の 20.96 パーセント、若干増減することが起こ

り得ると思います。21パーセントとか 19パーセントになるといった

ことが。そうであれば、今回申請容積率が 207.55パーセントですの

で、支障がないと考えます。 

 

今の話を総合すると、１３番のスライドの最終的な数字、これをも

って判断しているので、これが変わったときには、変更届を速やかに

お出しくださいということをおっしゃっているのだろうと思いま

す。これから変更してはいけません、ということではないですね。変

更届を受け付けますとね。 

 

許可等事項変更届という許可の対象が多少変わる場合の提出様式

がございまして、通常そのようなかたちで対応させていただきます。 

 

なので、これの変更届が出てくる可能性はあるのではないのかな。 

 

他には、いかがでしょうか。 

 

最後の意見の中で、病床数の増減がないので十分な駐車台数が確

保できているという。これは交通上の支障がないという理由になる

と書かれていますよね。おそらくこれは周りの公道に車が滞留しな
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いというか、駐車しないということを意識した、交通上支障がないと

いうことだと思うのですが、これはこれでいいのですけれども、ちょ

っと気になるのは、現状の敷地での車の出入口と今度計画される出

入口の数なり位置なりの観点から交通上支障がないというのも判断

としてはいるのかなと思うのですが、そのあたりを図面でご説明い

ただけたらと思います。 

 

現状、敷地内の駐車場はかなり少なくなっておりまして、敷地内に

は２５台取れている状況です。病院周辺の駐車場のスペースも今の

病院の駐車場として利用されている状況でありまして、今回、南側の

敷地を増やすことによって、敷地内に 125 台の駐車スペースを確保

する予定になっています。今と比べると 100 台ほどプラスになるよ

うな状況になっています。外部で利用されている駐車場もそのまま

利用することができますので、単純に駐車場台数としては増える計

画となっています。 

 

駐車場の位置は現状、この辺り…。 

 

そうですね。現状の駐車場の位置にまずは新たな病院を建築して

いく計画でして、最終的にはこの辺り、１階部分、あと地下部分にも

駐車場はあるのですけれども、敷地内の駐車場という意味では、２５

台から 125 台に大きく増えることになるのですが、駐車場の出入口

の位置については、開発等で適切に協議を行いながら、進んでいくも

のと考えます。 

 

来客用の駐車場を増やすということで、それは中で収められると

いうようなことかなと思うのですが、一方でこの計画のレイアウト

を見ていると、東側の市道と西側の市道、この両方に出入口があるよ

うに思われるのですね。現状、東側の出入口があるのかないのか。な

いとすると、新たにできるので車がそこに出る。交通上の安全がどう

なのかというのが一つと、もう一つは来場者用だけではなくて、病院

なので、緊急車両が病院の機能の拡大に伴って増えると思うのです。

今、図面を見ていると南側のところ、そこがおそらく救急車両の出入

口だと思うのですが、そういうところも含めて出入口が、計画上既存

より増えていくのではないのかな。その観点からも交通上の支障が

ないという、そういう計画であり、その計画を審査しているという、

こういったところがいるのではないかなと思いますがいかがです

か。 

現在、緊急車両はどこかから入っていると思うのですね。それは何

処なのですか。現在の緊急車両の出入口。 

 

現在の出入口は西側のこの部分です。 

 

西側から緊急車両なり来院者の車なりが出入りしているというの
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が現状なのですね。計画では、救急車両は南側の三角のところを少し

入ったところ、そこに振り替えられると。来院者用の西側の出口はほ

とんど同じくらいだろうと。加えて、もう一つ東側の公道のところに

出入口が加わるということですかね。 

 

この駐車場、路面標示でいきますと、東側が入口で西側が出口で

す。 

 

東側から入って抜けるような感じ。 

 

停める場合は時計回りに行きます。 

 

今は西側から入って出るという、西側だけで入って出るという構

造になっているのですか。車の台数が増えるにしても、東側から入っ

て西側から出るという、まあまあ分散されるというか交通整理がさ

れるという計画になっているということですね。はい、わかりまし

た。ありがとうございます。 

 

他にはいかがでしょうか。 

 

先ほどのレイアウトにも少し関係するのかもしれないけれど、青

い部分について教えていただければと思います。１２番の図面で、例

えば４つの病床の部屋があるでしょう、617号室とか 612号室とか一

連の。その病床と右の縦の４つの病床というのは、その用途が違った

りするのですか。どういうかたちでブルーを引いているのかな。同じ

ようなレイアウトだし、同じような感じなのですが、若干違うので。

なにか入室者というか病室の性質によって変わるのかな。そこまで

細かなことを考えられて引かれているのか、それともザクッと１室

に対してこれくらいだろうというかたちでされているのか。ブルー

の色塗りの部分について教えていただければと思います。 

 

１病床あたり 4.3 平方メートルというのを便宜上示しているもの

です。 

 

厳密にそことか、そういうことではないということですね。 

 

１病床あたり 4.3 平方メートルを白抜きするとこういうふうな表

現になるということです。 

 

わかりました。ありがとうございます。 

 

他にはいかがでしょうか。ないようでしたら、この件、議案第３

号、建築基準法第５２条第１４項第１号の規定による許可について

は、同意としてよろしゅうございますか。 
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（一同異議なし） 

 

それでは、審査会として同意といたします。 

続きまして、議案第４号、建築基準法第４３条第２項第２号の規定

による建築許可について、処分庁よりご説明をお願いします。 

 

それでは、議案第４号についてご説明します。 

本件は、建築基準法第４３条第２項第２号の一括同意基準に該当

しないため、提案基準の７に該当するものとして付議するものでご

ざいます。 

議案第４号は、一戸建ての住宅の建て替えの計画ですが、本件道路

状空地を介して建築基準法上の道路に接続し、袋路状で延長が約４

１ｍとなっており、３５ｍを超えるため、提案基準７の個別案件とし

て当審査会の同意を求めるものです。 

続きまして、議案書第４号をご覧ください。合わせて画像にて説明

します。 

議案番号４号、適用条文は、建築基準法第４３条第２項第２号で

す。 

敷地の位置は、堺市北区金岡町 2188番 15です。 

地域・地区は、第一種中高層住居専用地域で、指定建ぺい率６０％、

指定容積率 200％の準防火地域です。 

主要用途及び申請建築物用途は、共に一戸建ての住宅です。 

工事種別は新築、構造は木造です。 

敷地面積は、51.73平方メートルです。 

建築面積は、申請部分が 25.92平方メートルです。 

延べ面積は、申請部分が 50.62平方メートルです。 

建ぺい率は、50.11パーセント、容積率 97.86パーセントです。 

建築物の高さは、申請部分の最高高が 7.14ｍ、軒高が 6.3ｍです。 

階数は２です。 

続きまして、周辺の状況についてご説明します。 

スライド０１位置図をご覧ください。 

申請地は、地下鉄御堂筋線新金岡駅の南東約 980ｍに位置していま

す。 

スライド０２付近見取図をご覧ください。 

申請地の東側約 140ｍには、府道我堂金岡線、西側約 170m には市

立金岡小学校が立地しています。 

スライド０３道路種別色分図をご覧ください。 

道路の凡例を載せております。緑色部分が申請地です。 

黄色の点線で囲んだ範囲が袋路状の本件道路状空地で、西側の市

道に接続しています。 

スライド０４協定通路現況図をご覧ください。 

青色点線で囲まれた道路状空地は、幅員が 3.37ｍ～4.0ｍのアスフ

ァルト舗装で、L型側溝と縁石による道路形態の整備を行い、角敷地
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を除いて幅員４ｍに拡幅する協定が平成２８年１月２２日に締結さ

れています。 

青色実線部分は、L 型側溝により道路形態が整備され、幅員 4.05

ｍに拡幅されており、申請地から約４１ｍで西側の市道に接続して

います。 

スライド０５土地利用計画図をご覧ください。 

申請地を緑色の線で示しています。敷地の前面は L 型側溝が整備

されており通路幅員 4.05ｍが確保されています。 

給水については水色線で示しており、既設の引込管を使用する予

定です。敷地内の雨水排水については黒線で示しており、L型側溝に

排水する予定です。汚水は赤線で示しており、既設管を利用して排水

を行う予定です。 

写真①は西側市道 西より協定通路を写したものです。 

写真②は協定通路より西側を写したものです。 

写真③は協定通路より 4.05ｍに拡幅整備された通路部を写したも

のです。 

写真④は東より協定通路を写したものです。 

写真⑤は申請地を写したものです。 

次のページより各委員の皆様に申請建物の各階の平面図また立面

図、断面図をご覧いただきますが、本審査会の同意をいただき、許可

手続きを終えた後、建築確認申請及び同完了検査を受けて工事が完

了したのち、本件住宅は、個人所有となるため、個人情報保護及び私

有財産保護の観点から、傍聴者用資料及び画像については、差し控え

させていただきますので、ご了承ください。 

委員のお手元の画面では、スライド０６、平面図が確認できると思

います。 

スライド０７、スライド０８については、それぞれ立面図、断面図

となっております。 

以上で、参考図書による敷地周辺の状況と計画の概要の説明とさ

せていただきます。 

それでは、次ページ議案第４号の調査意見書をご覧ください。 

以下のとおり調査意見を付させていただいておりますが、事前に

送らせていただいているものと少し表現を変更させていただいてお

ります。 

それでは、調査意見書を読み上げさせていただきます。 

本件道路状空地扱いとなっている市道金岡 229 号線は、道路幅員

3.37ｍ～4.05ｍのアスファルト舗装で、L型側溝及びコンクリート縁

石が整備されている。沿道には、昭和４２年頃に建設された一戸建て

住宅１２棟が建ち並んでいる。 

市道区域内で 4.00ｍ未満の幅員部分は、建築基準法が定める基準

を満たさず、平成２年度の道路調査により道路非該当との判断がな

された後、地元要望に基づき、平成１４年度に本市に寄付され、市道

認定されたものである。そのため、敷地の一部に通路後退区域を設

け、各対象者が建て替え時に通路後退し、幅員 4.00ｍ以上を確保す
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る協定が平成２８年１月２２日に締結されていることから法第４３

条第２項第２号の許可申請の対象としたものである。 

本件敷地は市道に接するものの、袋路状となっており、法上の道路

接続部から敷地までの延長は約 41.00ｍである。幅員４ｍ未満で延長

が３５ｍを超えるため一括同意基準には該当しない。 

申請地の前面は道路幅員 4.05ｍを確保しており、本件道路状空地

の幅員４ｍ未満の区間は、角敷地を除き、許可対象住宅の建替えによ

り将来幅員４ｍが確保されることが確実であると見込まれ、交通上

問題はない。 

私有地の通路後退部分を除いて、本市が所有しており、アスファル

ト舗装で、L型側溝を含め、道路形態が整備されている。本件敷地よ

り南に約１８ｍで東西に通じる道路状空地があり、緊急時には２方

向避難が可能となっていることから、安全上の支障はない。 

許可申請建築物は、外壁、軒裏防火構造を採用し、防火上有効な措

置が取られ、防火対策に配慮した設計となっている。 

雨水は通路内雨水桝を介して、公共下水道本雨水管に、汚水は既設

管を利用し、宅内汚水桝を介して、排水を行う計画である。給水管は

既設の引き込み管を直径 20ｍｍに交換の上使用する予定である。 

以上のことから、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと

判断し、条件を付した上で許可するに支障がないものと思われる。 

なお、許可の条件としましては、許可にかかる建築物は、その敷地

が接する道路状空地を「道路」と読み替えて、建築基準関係規程に適

合するものであること、確認申請の受付までに申請地前面の形態整

備がなされていること。 

以上でございます。 

ご審議の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

ありがとうございました。ご説明いただきましたが、委員方から何

かご意見、ご質問、ございませんでしょうか。 

 

「本件敷地より南に約１８ｍで東西に通じる道路状空地」という

のを０３のスライドで示していただけますか。１８ｍというのはど

こですか。 

 

これですね。これが１８ｍです。１８ｍほど家から行くと東西に抜

けるところにつながりますよということです。 

 

「１８ｍで東西に抜ける」で、西はいいですけれども、東の道です

ね、それを２方向避難と呼ぶのでしょうかということなのですけれ

ど。 

 

位置付けとしては、ここまでは市道なのですけれども、ここから先

は里道なのです。今、幅員も 120㎝あるので、人が十分に通れる道が

確保できると、できていますということです。 
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「安全上支障がない」。この表現は難しいな。緊急２方向避難が可

能な 120㎝を言っていいかどうかですね。堺市さん的にはＯＫでも、

世の中的にＯＫかどうかという話。そこが気になります。おっしゃっ

ていることは理解しました。あと、「防火上、支障がないと判断し」

は、消防さんは特に…。 

 

当該地から４１ｍ位のところに消火栓があって、それを使って消

火活動が可能であるという意味から防火上支障がないとしておりま

す。 

 

はい、わかりました。 

先ほどの件ですけれども、できれば調査意見のところを、「緊急時

に２方向に避難できることから」に変えていただけたらと思います。

「２方向避難」という言葉を使うときは注意しなくてはいけなくて、

建物であればどちらに逃げてもほぼ同じ、幅が同じものがあるとい

うことを示します。屋外であれば、どちらにあってもあまり差がない

というのが原則としてあると思うので、「２方向避難」という言葉を

こういうときには使わない方がいい。でも「２方向に避難できる」の

は確かで、おっしゃっているように、里道の幅まで押さえておられる

ので私はそれでいいと思うのですけれども、「緊急時に２方向に避難

ができるから」と、「２方向に」と入れていただいたらいいと思いま

す。 

 

よろしゅうございますか。それでは、この件について他にございま

せんか。 

他にないようですので、議案第４号、建築基準法第４３条第２項第

２号の規定による建築許可について、同意としてよろしいですか。 

 

（一同異議なし） 

 

異議なしと認めます。それでは、議案第４号について同意と決しま

した。 

続きまして、議案第５号に移りたいと思います。処分庁の皆さんに

はここで退席していただいて結構です。お疲れさまでした。 

 

（処分庁退席） 

 

それでは、ここからは非公開で議事を継続することといたします。 

 

（以下、非公開） 

 

 


